
埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム規約 

 

（趣旨） 

第１条 この規約は「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」（以下「コンソーシ

アム」という。）の目的、会員等について必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 コンソーシアムは、海外展開を目指す県内事業者や中小企業支援機関等の交流の場

を構築し、海外マーケティングの推進により、県内事業者の海外展開の拡大を図ることを

目的とする。 

 

（活動） 

第３条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行うもの

とする。 

（１）海外展開の拡大に向けた交流事業 

（２）海外展開の拡大に向けた事業連携の促進 

（３）コンソーシアムの活動及び海外マーケティングの推進に関する情報発信 

（４）その他、コンソーシアムの目的の達成に資する事業 

 

（会員等） 

第４条 コンソーシアムは、次の各号の会員により構成する。 

（１）一般会員 海外展開を目指す県内事業者 

（２）協力会員 コンソーシアムの目的に賛同し、コンソーシアムの施策、活動に協力でき

る商社等の企業、業界団体、商工団体、金融機関、行政機関等 

２ コンソーシアムの事務局を公益財団法人埼玉県産業振興公社に置く。 

 

（入会及び退会等） 

第５条 コンソーシアムに入会しようとする者は、入会届を事務局に提出しなければならな

い。 

２ 届出た内容に変更が生じた場合には変更届を事務局に提出しなければならない。 

３ コンソーシアムを退会しようとする者は、退会届を事務局に提出しなければならない。 

４ 会員が次の各号に該当すると事務局が判断した場合は、会員の資格を取消すことができ

る。 

（１）虚偽の申込み又は届出を行ったとき 

（２）この規約に違反したとき 

（３）違法又は不適切な行為を行ったとき 

（４）暴力団員若しくは暴力団関係者である個人又はそれらのものが構成員である法人若し

くは団体 

 

（会員情報） 

第６条 本会の目的を達成するため、事務局は会員の同意を得た上で会員の情報をホームペ

ージ等で公開することができる。 

 

（会費） 

第７条 コンソーシアムの入会金及び会費は無料とする。ただし、事務局が本会の事業の参

加者から事業に必要な経費の全部又は一部を徴収することを妨げない。 

 



（その他） 

第８条 本規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は事務局が別

に定めるものとする。 

 

 

附 則 

この規約は、令和６年７月２４日から施行する。 


